
交付申請書受付
↓

事業番号の発行

サービス付き高齢者向け住宅整備事業 WEB申請マニュアル

【新築事業及び改修を含む事業、調査設計計画の補助申請を行う方】
交付申請書の作成（調査設計計画を除く）や、審査中の整備事業事務局（以下：事務局）とのやり取り、および書類の
再提出等はすべてWEB上で行います。申請の手続きの流れは下記のとおりです。
（※既設改修事業の申請はＷＥＢを使用しません。交付申請要領Ｐ.42を参照してください。）

アカウントの登録
（事業者情報、パスワード等の入力）

STEP １

交付申請者

添付書類の作成

※交付申請情報を入力する前に添付資料(図面・按分面積表・  

事業費総括表など)を予め作成してください。

審査開始

事務局

添付書類のアップロードSTEP ２

交付申請情報の入力STEP ３

交付申請書のPDF出力・印刷STEP ４

WEB上での申請実行STEP ５

交付申請書一式(押印付)の郵送STEP ６

●「WEB上の申請実行」だけでは交付申請は完了していません。必ず郵送にて書類を提出してください。

● アカウントは事業毎に登録が必要となります。

● 同一ブラウザで複数の事業を操作することは出来ません。複数の事業を申請している場合は、一度ロ

グアウトし、改めて個別のアカウントでログインしてください。

アカウント情報の蓄積

交付申請書の提出までの流れ

留意事項

交付申請書の作成については事
務局HPに記入例を用意してい
ます。
【交付申請書式の記入例と注意
事項】を必ずダウンロードし、
記載内容を確認しながら入力し
てください。

※改修事業において「調査設計
計画」を補助申請する場合は、
交付申請情報の入力等が一部異
なります。STEP3～5について
は、 【別紙】（Ｐ7、8 ）をご
確認ください。

1



● 申請事業のアカウントを登録してください。

アカウントの登録STEP １

※ ログイン画面の右上にある【事業登録】
からでも入力画面に入れます。

➋ アカウント情報を入力し、【登録】を
クリック。 

＜登録事項について＞
◆事業名：交付申請書に記入される【交付事業名】

を入力。
◆事業上の種別：アカウントを登録される方の種

別を選択。
◆所属、役職：アカウントを登録される方が法人

であれば「法人名」および「役職」を入力。
※登録する方が個人の場合は入力不要。

◆氏名：アカウントを登録される方の氏名を入力。
◆アカウント：任意のアカウントを入力。
（半角英数で入力してください）
◆パスワード：任意のパスワードを入力。
（6文字以上）

➊ 事務局HPの［申請方法］の「事業登録は
こちら」または下記のURLより、アカウ
ント入力画面にアクセス。

入力作業の進め方

再ログインについて

<再ログイン>
一度ログアウトした場合は、事業ごとに登録
した、アカウント・パスワードを使用し改め
てログインしてください。

※アカウント・パスワードを忘れた際は、「お問
い合わせはこちら」をクリックし、事務局へメー
ルにてお問い合わせください。

※なお、同一ブラウザで複数の事業を操作するこ
とは出来ません。必ず一度ログアウトし、改めて
別アカウントで再ログインしてください。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業 入力作業の進め方

サービス付き高齢者向け住宅HP 【申請方法】

https://www.koreisha.jp/service/apply.html

≪注意≫

アカウントとパスワードは再ログインする際
に必要となります。必ず控えを取るようにし
てください。
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● 作成した添付書類をアップロードします。

➋ 【交付申請者用】のタブを選択し【追加】
をクリック。 

➌ ファイル欄の ファイルを選択 をクリック
し、添付書類のデータをアップロード。

※【ファイル区分】は[◆初回申請時（添付
書類一式）］を選択し【登録】をクリックし
てください。

添付書類のアップロードSTEP ２

➊ 申請画面右上の【ファイル】をクリック。 

➍ 同一操作で添付書類全てをアップロード。
※提出が必要な添付書類は、交付申請要領
（Ｐ.44～）をご確認ください。

● 交付申請情報を入力する前に、申請に必要となる添付書類を準備してください。

添付書類の作成

※一括ダウンロードは、新築・
改修事業別で用意しています。
ご活用ください。

≪注意≫

・交付申請時は必ず[◆交付／初回申請時（添付

書類一式）]を選択してください。

※調査設計計画を申請する場合は[◇調査設計／

交付／初回申請時（添付書類一式）]を選択し

てください。

・同じファイル名のデータはアップロードでき

ません。ファイル名を変更し、登録してくだ

さい。

※個別でのダウンロードも可
能です。必要な書類をダウン
ロードしてください。

【添付書類作成について】
・事務局のHPにフォーマットおよび参考

資料を用意しています。必要なデータを
ダウンロードし、作成してください。

・添付書類の詳しい作成方法については、
【計画説明提出書類の作成ガイド】を参
照ください。
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交付申請情報の入力STEP ３

● サービス付き高齢者向け住宅の登録内容および作成した添付書類に基づき、各項目の情報を入力してく
 ださい。※「調査設計計画」を交付申請する場合は【別紙】（Ｐ７.８）を参照ください。

➊ 【補助申請基本情報】をクリックし、補
助申請の基本情報を入力。

◆事業名称、改修工事の有無等を入力。
※事業番号は交付申請書を郵送提出し、事

務局が受付をした際、付与されます。
※改修を含む事業の場合は“改修あり”に

チェックしてください。
◆申請内容、各種日付を入力。

・事前審査の有無
事前審査を行う場合は「事前審査願いあり」
にチェックをし、事前審査願の申請日を入力
してください。
・交付申請（本申請）の有無
本申請として交付申請を行う場合は「本申請
を行う」にチェックし、交付申請日等を入力
してください。
※事前審査の場合、この項目の記入は不要で

す。サービス付き高齢者向け住宅の登録が
完了し、本申請書類を提出する際、入力し
てください。その際、事前審査願のチェッ
クおよび申請日は消さないでください。

・共同建築主の有無
共同して事業を行う者がいる場合は「共同建
築主あり」にチェックし、共同事業届の申請
日を入力してください。
※日付に限り、出力される[交付申請書]等に

手書き記入が可能です。
※間違えて日付を入力し、消えない場合は

一度全ての日付を削除・登録の上、再度
入力してください。

＜記入にあたって＞
・原則、全ての項目について入力が必要です。

※【施設情報】のみ、施設の補助申請が
ない場合は入力不要です。

・入力していない項目には マークが表示
されます。

➋ 交付申請情報を入力。
・各様式1～６の必要事項を記入してください。

≪注意≫

各項目は途中保存が出来ません。入力する際

は、必要となる情報を準備した上で、ページ

ごとに最後まで入力してください。

事務局HPより【交付申請書式の記入例と注
意事項】をダウンロードし、記載内容を確
認しながら入力してください。
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サービス付き高齢者向け住宅整備事業 入力作業の進め方

★登録内容を入力する補助機能★
サ高住の登録内容の入力を簡略化するため
に、補助機能を使用することができます。
使用方法は、事務局HPにある「交付申請
書の記入例と注意事項(P.29)」をご参照く
ださい。



交付申請書のPDF出力・印刷STEP 4

● すべての交付申請情報を入力後、交付申請書の印刷をします。

➊ 全ての項目の マークが消えている事
を確認し【申請書PDF】をクリック。

➋ 表示される交付申請書のPDFを印刷。

WEB上での申請実行STEP ５

● 入力した交付申請情報を確認し、申請を実行してください。

➊ 印刷した交付申請書に不備・不足がない
事を確認の上【申請実行】をクリック。

交付申請書一式(押印付)の郵送STEP ６

● 印刷した交付申請書の様式１、７、委任状に押印し（交付
申請者は実印であることが必要です）、添付書類と合わせ事
務局へ提出してください。※事前審査の場合は押印不要。

≪注意≫

・提出時の情報となります。交付申請書のPDF

は名前を付けて、必ず保存してください。

・事前審査の場合でも、全ての情報を入力し、

交付申請書を作成、提出してください。

≪注意≫

・申請実行後は、審査が開始されるまで、申請

内容の修正は出来ません。申請実行を行う前

に、印刷した交付申請書と入力情報を照らし

合わせ、不備・不足がない事を必ず確認して

ください。

・申請実行をクリックしただけでは、交付申請
は完了しません。必ず郵送にて必要書類を提
出してください。
※詳しくは「交付申請要領」のP42を参照

ください。
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★次項（Ｐ６）の「交付申請書一式の提出方法」を確認

の上、郵送してください。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業 入力作業の進め方
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・必要な書類が整いましたら、交付申請に係る提出書類一式を以下の方法で提出してください。
・交付申請要領「4.4 提出先」「4.5 提出方法」「4.6 提出書類」も必ずお読みください。

1.提出部数
「必須書類＋その他の添付書類」1部

◎提出前にもう一度ご確認ください！！

□｢書類｣には押印がありますか？ ※交付申請者は実印のこと。
・「様式 １」   ←交付申請者、賃貸人

・「様式 ３（改修）」←既存ストック型住宅の要件への適合を確認
 した建築士（※改修を含む事業の場合のみ）

 ・「様式 ７」  ←交付申請者、賃貸人

・「委任状」  ←交付申請者、事務担当者

※以下の書類は受理できません。
×押印されていないもの
×押印がかすれたもの、鮮明でないもの
×押印書類がカラーコピーやPDFデータを印刷したもの

□手元に｢控え｣を取りましたか？
必ず提出書類全ページの控えをお取りください。現地検査や会計
検査等の際に事業を確認するための必要書類として指定されます。

２．提出物の体裁
◇文書作成は、日本語の活字体としてください。
（押印書類原本の日付欄を除き、原則手書きは不可 ）
◇Ａ４サイズ・片面印刷としてください。
（元の大きさがＡ３の図面等も70％に縮小コピーしサイズを統一）
◇散逸しないよう全体をまとめ、クリップ留めにしてください。
（ホチキス留め、インデックス等不可）
◇必要書類は一括して郵送してください。（※分割された送付書類は原則として受領できません。）

〒１１３－００３３

東京都文京区本郷１-２８-３４
本郷ＭＫビル３階

サービス付き高齢者向け住宅
整備事業事務局 宛

令和６年度交付申請書 在中

（事務担当名）株式会社 ○○
○○ ○○

◇提出先

令和６年度交付申請書在中

３．封筒おもて書き
◇郵送または宅配便で提出してください。

（※本整備事業事務局に直接ご持参いただいても
お受け取りはできません。）

◇差出人情報は、封筒の表側=宛て先を書いた同じ
面に記入をお願いします。

◇レターパック、ビジネスレターケース、宅配便等
をご利用の場合も、専用の記入面や送付伝票の
「品名」欄に、｢令和6年度交付申請書在中｣と
必ず記載してください。（※調査設計計画を交付
申請する場合は末尾に（調査）と記入）

４．その他、注意事項
・書類はハードカバーのファイルや、ボックス、高価な

キャリーケース等への綴じ込みをしないでください。
・必要以上に大型の箱で送付しないでください。適切な

サイズの封入､梱包で提出してください。
・事務局の窓口から提出者に対し、受け取った旨のご連絡はしません。必要な場合は、

事業者ご自身で確認することができる方法（特定記録郵便等）で提出してください。
・提出書類が申請すべき内容や規定をみたしていない場合や、不備・不足等がある場合は、交付申請が

受理出来ない場合がありますのでご注意ください。
・提出書類はお返ししませんので、その旨予めご了承ください。

（※本整備事業事務局TEL：03-5805-2971）

交付申請書一式の提出方法

サービス付き高齢者向け住宅整備事業 申請書類の提出方法



交付申請情報の入力STEP ３-C

● 「補助申請基本情報」および「交付申請者等の情報」のみ入力してください。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業 調査設計計画の申請

【別紙】調査設計計画の交付申請方法

7

➊ 【補助申請基本情報】をクリックし、申
 請情報を入力。

➋ 下記の申請情報を入力し「登録」をク
 リック。

◆事業名称を入力してください。
※事務管理上25文字以下としてください。

原則、サービス付き高齢者向け住宅とし
て登録する予定の住宅名称と同一、また
は使用する固有名詞を含めた名称として
ください。

◆「改修工事の有無」「調査設計計画の申
請の有無」にチェックし、「登録」ボタン
をクリック。

≪注意≫

「交付申請（本申請）の有無」は調査設計計画

の事業完了後、工事に関する交付申請を行う際、

チェックしてください。

➌【交付申請情報】の入力。
※[調査設計計画の交付申請書]に記載する内

容を基に下記の情報を入力してください。

◆交付申請者（建築主）

◆住宅の賃貸人
※[調査設計計画の交付申請書]では記載しな

い項目となりますが、サービス付き高齢者
向け住宅の運営を予定する事業者を入力し
てください。

◆申請に係る事務担当者

調査設計計画を補助申請する場合は、下記の手順で交付申請情報等を入力し、申請の手続きを行ってください。
※STEP２を参考に、交付申請情報を入力する前に添付書類を作成し、必ずアップロードしてください。提出が必要な書類は、
交付申請要領（P.46）をご参照ください。
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WEB上での申請実行STEP ５-C

交付申請書一式(押印付)の郵送STEP ６-Ｃ
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交付申請書の作成STEP ４-C

● [調査設計計画の交付申請書]は事務局のＨＰより書式をダウンロードして作成してください。（WEB画面
から作成はできません。）作成した書類を印刷し、データをファイルにアップロードしてください。

● 入力した交付申請情報を確認し、申請を実行してください。

➊ 必要事項の記載、ファイルのアップロー
ド完了後、「申請情報の登録」をクリック。

≪注意≫

・申請実行後は、審査が開始されるまで、申請

内容の修正は出来ません。申請実行を行う前に、

印刷した交付申請書と入力情報を照らし合わせ、

不備・不足がない事を必ず確認してください。

・申請実行をクリックしただけでは、交付申請
は完了しません。必ず郵送にて必要書類を提出
してください。

➋ チェック項目を確認の上「申請実行」を
 クリック。これで登録は完了です。
※調査設計計画の場合も、両方にチェッ

クを入力してください。

● 「調査設計計画の交付申請書」の様式１、４、委任状に押印（交付申請者は実印が必要です）の上、
添付書類と合わせ(各１部)を事務局へ提出してください。

★Ｐ６の「交付申請書一式の提出方法」を確認の上、郵送してください。

工事に係る交付申請書の提出について

● 調査設計計画の事業完了後、工事に係る交付申請を行う場合も同じ画面を使用します。詳しい申請方法
については「調査設計計画の完了実績報告」の際、あらためてご案内いたします。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業 調査設計計画の申請
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